
「
湯
漬
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の
諸
相

四
七

「
湯
漬
」
の
諸
相

│
│
朝
廷
儀
式
を
中
心
に
│
│

似
鳥
　
雄
一

は
じ
め
に

　

日
本
に
は
茶
漬
と
い
う
食
べ
物
が
あ
る
。
飯
に
熱
い
茶
を
か
け
て
食
べ
る
も
の
で
、
現
代
で
は
朝
食
や
、
酒
宴
の
最
後
に
出
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
ろ
う
。
日
本
人
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
食
べ
物
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
本
当
に
誰
も
が
食
べ
た
こ
と
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
こ

れ
は
非
常
に
微
妙
な
問
題
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
現
代
で
茶
漬
と
い
っ
た
場
合
に
、
自
分
で
い
れ
た
茶
を
飯
に
か
け
て
食
べ
た
経
験
の
あ
る

人
が
、
果
た
し
て
ど
の
程
度
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
茶
漬
と
は
市
販
さ
れ
て
い
る
「
お
茶
づ
け
の
素
」
を
使
っ
て
作
る
も
の
だ
と
無
意

識
に
考
え
て
い
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
大
相
撲
力
士
を
起
用
し
た
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
で
有
名
な
永
谷
園

が
販
売
し
て
い
る
「
お
茶
づ
け
海
苔
」
と
い
う
商
品
で
あ
る
。
永
谷
園
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
Ｑ
＆
Ａ
コ
ー
ナ
ー
が
あ
っ
て
、
こ
の
商
品
に
関

す
る
次
の
よ
う
な
「
よ
く
あ
る
質
問
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る（
１
）。

　
　

永
谷
園
の
「
お
茶
づ
け
」
に
は
、
お
茶
と
お
湯
の
ど
ち
ら
を
か
け
る
の
で
す
か
？

　

こ
の
質
問
に
対
す
る
永
谷
園
の
回
答
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

 

永
谷
園
の
「
お
茶
づ
け
海
苔
」
に
は
抹
茶
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
湯
を
お
使
い
い
た
だ
く
と
抹
茶
本
来
の
風
味
が
ほ
ど
よ
く
引
き
立

ち
ま
す
。
お
好
み
で
お
茶
を
か
け
て
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
が
、
お
湯
を
お
使
い
い
た
だ
き
ま
す
と
一
味
違
っ
た
風
味
を
味
わ
っ
て
い

た
だ
け
る
の
で
、
ぜ
ひ
一
度
、
お
湯
で
も
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。
一
部
の
「
お
茶
づ
け
」
に
は
抹
茶
が
含
ま
れ
て
い
な
い
商
品
も
あ
り
ま
す
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四
八

が
、
そ
れ
ぞ
れ
風
味
が
つ
い
て
い
ま
す
の
で
、
お
湯
で
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
商
品
は
茶
よ
り
も
湯
を
か
け
る
こ
と
を
推
奨
し
て
お
り
、
そ
れ
は
抹
茶
が
入
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
し
か
し
永
谷
園

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
さ
ら
に
み
る
と
、
同
社
は
永
谷
宗
七
郎
（
宗
円
）
と
い
う
煎
茶
の
製
法
を
開
発
し
た
と
さ
れ
る
人
物
を
祖
と
仰
ぎ
、
彼
に

よ
っ
て
茶
漬
が
普
及
し
た
と
し
て
い
る（
２
）。
煎
茶
と
抹
茶
と
で
は
、
お
の
ず
か
ら
風
味
が
異
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
歴
史
的
に
み

れ
ば
、
こ
の
「
お
茶
づ
け
海
苔
」
は
茶
漬
と
い
う
よ
り
も
、
味
付
け
さ
れ
た
湯
漬
と
い
っ
た
方
が
実
態
に
近
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
以
上
の
前
置
き
か
ら
何
が
言
い
た
い
か
と
い
う
と
、
日
本
人
は
昔
も
今
も
、
知
っ
て
か
知
ら
ず
に
か
、
湯
漬
を
食
べ
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
茶
漬
が
一
般
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
当
然
な
が
ら
茶
の
普
及
を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
と
な
る
と
そ
れ
は
先
述
の
永
谷
園

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
あ
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
近
世
の
こ
と
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
人
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
湯
漬
と
い
う
食
べ
物
に

長
く
親
し
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
の
食
文
化
史
に
関
す
る
研
究
を
見
渡
し
て
も
、
湯
漬
と
い
う
食
べ
物
に
焦
点
を
絞
っ
た

も
の
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
世
以
前
の
日
本
に
お
い
て
湯
漬
が
ど
の
よ
う
な
食
べ
物
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
を
概
観
し
、
そ
の
特
性
を
明
ら
か

に
し
た
上
で
、
さ
ら
に
は
単
な
る
食
べ
物
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
朝
廷
の
あ
る
儀
式
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
道
具
立
て
と
し
て
特
異
な
地
位

を
占
め
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い（
３
）。

一
、
食
べ
物
と
し
て
の
湯
漬

　

ま
ず
中
世
以
前
の
湯
漬
と
は
ど
の
よ
う
な
食
べ
物
で
あ
っ
た
の
か
を
確
か
め
て
お
こ
う
。
も
ち
ろ
ん
米
飯
に
湯
を
注
い
だ
も
の
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
だ
が
、
現
在
と
大
き
く
異
な
る
の
は
米
飯
の
硬
さ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
当
時
は
釉
薬
を
施
し
た
土
鍋
、
鉄
製
の
釜
な
ど
は
高
価
で

あ
り
、
簡
単
に
手
に
入
る
甑
で
蒸
し
て
作
っ
た
「
強
飯
」、
す
な
わ
ち
「
お
こ
わ
」
が
主
で
あ
っ
た
た
め
に
飯
が
硬
く
、
そ
の
た
め
に
湯
漬
、

あ
る
い
は
水
漬
に
し
て
食
べ
る
こ
と
が
好
ま
れ
た
の
だ
と
い
う（
４
）。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
湯
漬
は
ど
の
よ
う
な
形
式
・
場
面
で
食
べ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
よ
く
み
ら
れ
る
の
は
、「
菓
物
」
す
な
わ
ち
果
実
・
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「
湯
漬
」
の
諸
相

四
九

酒
肴
と
セ
ッ
ト
で
供
さ
れ
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。
例
え
ば
現
存
最
古
の
長
編
物
語
と
い
わ
れ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
「
御
湯
づ
け
、
菓
物
な
ど

参
り
た
り（
５
）」
や
「
よ
き
菓
物
、
乾
物
な
ど
、
折
敷
よ
く
し
て
、
御
湯
づ
け
、
御
酒
な
ど
参
る（
６
）」
な
ど
と
み
え
、
ま
た
『
源
氏
物
語
』
で
も
「
御

湯
漬
・
く
だ
も
の
な
ど（
７
）」
と
あ
る
。
こ
の
点
と
関
係
し
て
、
先
行
研
究
で
は
芋
粥
の
こ
と
を
「
簡
単
な
食
事
を
兼
ね
た
宴
会
の
場
で
食
べ
る
デ

ザ
ー
ト
、
な
い
し
は
湯
漬
や
果
物
と
一
緒
に
で
て
く
る
軽
食
、
ス
ナ
ッ
ク（
８
）」
と
す
る
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
側
面
は
湯
漬
に
つ

い
て
も
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

宴
会
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
え
ば
、
藤
原
実
資
の
日
記
で
あ
る
『
小
右
記
』
の
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
七
月
一
四
日
条
に
は
「
初
任

饗
、
古
昔
例
、
随
寒
熱
有
湯
漬
・
水
飯
等
設
、
承
平
六
年
変
彼
例
被
儲
饗
云
々
」
と
あ
る
。「
初
任
饗
」
す
な
わ
ち
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
時
に

催
さ
れ
る
任
大
臣
大
饗
と
呼
ば
れ
る
盛
大
な
宴
会
も
、
か
つ
て
は
湯
漬
・
水
飯
を
ふ
る
ま
う
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
が
、
承
平
六
年
（
九
三
六
）

か
ら
御
馳
走
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
（
こ
れ
は
藤
原
忠
平
の
例
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
）。

　

ま
た
こ
れ
は
宴
会
と
は
異
な
る
が
、
法
会
が
結
願
し
た
際
に
、
勤
仕
し
た
僧
侶
に
対
し
て
湯
漬
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
例
え

ば
『
大
鏡
』
で
は
藤
原
道
長
が
法
成
寺
（
実
際
に
は
法
性
寺
）
の
五
大
堂
供
養
に
百
人
の
僧
侶
を
招
き
、
冬
の
最
中
に
煮
え
た
ぎ
っ
た
熱
湯
で

湯
漬
を
ふ
る
ま
う
姿
が
描
写
さ
れ
て
い
る（
９
）。

　

軽
食
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
湯
漬
は
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
夜
食
と
し
て
食
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
清
少
納
言
は
『
枕
草
子
』
で
、
自
分

の
も
と
に
き
た
男
に
も
の
を
食
べ
さ
せ
る
の
は
み
っ
と
も
な
い
、
た
と
え
男
が
「
い
み
じ
う
酔
ひ
て
、
わ
り
な
く
夜
ふ
け
て
泊
り
た
り
と
も
、

さ
ら
に
湯
漬
を
だ
に
食
は
せ
じ）
10
（

」
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
男
が
真
夜
中
に
や
っ
て
き
て
も
、
湯
漬
だ
っ
て
食
べ
さ
せ
な
い
、

と
の
主
張
で
あ
る
。

　

夜
食
と
し
て
の
湯
漬
は
、
日
記
の
な
か
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
く
あ
る
の
は
朝
廷
の
政
務
会
議
が
深
夜
に
及
ん
だ
場
合
、
あ
る
い
は

及
ぶ
と
予
想
さ
れ
る
場
合
に
、
湯
漬
の
用
意
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
正
月
一
九
日
条
で
は
、

諸
国
の
国
司
の
成
績
審
査
会
議
で
あ
る
受
領
功
過
定
を
明
日
に
控
え
て
、
朝
廷
の
厨
房
に
「
明
日
可
設
湯
漬
由
」
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
翌
日

条
を
み
る
と
会
議
は
子
刻
に
終
わ
っ
て
い
る
。『
小
右
記
』
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
一
二
月
二
〇
日
条
で
は
、
諸
国
の
荒
廃
田
の
状
況
に
つ

い
て
議
定
す
る
不
堪
佃
定
が
明
後
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
物
忌
な
ど
と
重
な
っ
た
た
め
丑
刻
か
ら
の
開
始
と
な
り
、
や
は
り
「
可
役
〔
設
〕
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五
〇

湯
漬
之
由
」
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
小
右
記
』
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
正
月
二
八
日
条
で
は
、
二
六
日
か
ら
始
ま
っ
た
任
官
の
儀
式
で

あ
る
除
目
が
こ
の
日
の
寅
刻
に
終
わ
り
、
列
席
の
公
卿
に
湯
漬
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
筆
者
の
藤
原
実
資
は
「
連
夜
湯
漬
如
何
々
々
」
と

記
し
て
い
る
が
、
連
日
の
深
夜
勤
務
に
よ
る
疲
労
感
を
こ
ぼ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

湯
漬
に
関
す
る
よ
く
知
ら
れ
た
話
と
し
て
、『
今
昔
物
語
集）
11
（

』『
宇
治
拾
遺
物
語）
12
（

』『
古
今
著
聞
集）
13
（

』
の
い
ず
れ
に
も
採
録
さ
れ
た
「
三
条
中

納
言
」
の
逸
話
が
あ
る
。
太
り
す
ぎ
た
三
条
中
納
言
と
い
う
人
物
（
藤
原
朝
成
）
が
、
や
せ
る
た
め
に
医
師
か
ら
「
冬
は
湯
漬
、
夏
は
水
漬
」

を
食
べ
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
る
が
、
度
を
越
し
て
食
べ
過
ぎ
る
た
め
に
失
敗
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
湯
漬
の
ダ
イ
エ
ッ
ト
食
と
し
て

の
側
面
を
示
し
た
話
と
い
え
る
が
、
さ
ら
に
状
況
に
よ
っ
て
は
病
人
食
に
も
な
っ
た
。
例
え
ば
『
落
窪
物
語
』
で
は
主
人
公
の
女
君
が
、
父
で

あ
り
や
が
て
死
去
し
て
し
ま
う
大
納
言
忠
頼
の
看
病
を
す
る
シ
ー
ン
で
湯
漬
を
食
べ
さ
せ
て
い
る）
14
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
湯
漬
と
い
う
食
べ
物
は
宴
会
で
の
酒
肴
・
デ
ザ
ー
ト
と
し
て
、
あ
る
い
は
日
常
的
な
軽
食
・
夜
食
と
し
て
、
は
た
ま
た
ダ

イ
エ
ッ
ト
食
・
病
人
食
と
し
て
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
・
場
面
で
食
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
先
述
し
た
よ
う
に
『
小
右
記
』
で
は
「
随
寒
熱
有
湯
漬
・
水
飯
等
設
」
と
い
い
、
三
条
中
納
言
の
逸
話
で
は
「
冬
は
湯
漬
、
夏
は

水
漬
」
と
い
っ
て
い
た
よ
う
に
、
湯
漬
と
水
漬
は
季
節
に
よ
っ
て
食
べ
分
け
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
。
し
か
し
史
料
を
み
て

い
く
と
、
湯
漬
の
季
節
は
必
ず
し
も
冬
に
限
定
さ
れ
ず
、
夏
に
も
食
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
閏

六
月
一
八
日
条
を
み
る
と
、
法
会
が
終
わ
っ
て
藤
原
道
長
が
僧
侶
に
湯
漬
を
ふ
る
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
日
が
暑
か
っ
た
こ
と
は
「
入
夜
依
熱

気
盛
、
乗
舟
追
涼
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

　

お
そ
ら
く
湯
漬
と
水
漬
と
で
は
史
料
に
現
れ
る
頻
度
に
そ
も
そ
も
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
例
え
ば
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
古
記
録
フ
ル
テ

キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
検
索
す
る
と
、「
湯
漬
」
は
九
〇
件
ヒ
ッ
ト
す
る
の
に
対
し
て
、「
水
漬
」「
水
飯
」
は
合
わ
せ
て
も
一
八
件
に
と
ど

ま
る）
15
（

。
こ
の
こ
と
は
、
水
漬
よ
り
湯
漬
の
方
が
「
強
飯
」
を
柔
ら
か
く
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
古
記
録
の
記

主
の
大
半
を
占
め
る
朝
廷
の
公
家
に
と
っ
て
、
湯
漬
が
独
自
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で

は
朝
廷
に
お
け
る
湯
漬
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
特
に
儀
式
の
場
に
視
点
を
据
え
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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「
湯
漬
」
の
諸
相

五
一

二
、
朝
廷
儀
式
と
湯
漬 

─
蔵
人
の
昇
殿
拝
賀
─

　

ま
ず
平
安
期
の
儀
式
書
で
著
名
な
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
藤
原
公
任
（
九
六
六
〜
一
〇
四
一
）
の
手
に
な
る
『
北
山
抄
』
を
み
て
み
る
と
、

「
大
饗
事
」（
巻
三
）
と
し
て
「
故
実
、
新
任
饗
、
隨
時
節
寒
暖
、
設
湯
漬
・
水
飯
等
、
不
必
仰
録
事
云
々
、
而
承
平
六
年
、
羞
飯
仰
録
事
、
其

後
如
之
」
と
あ
る
。
先
述
の
『
小
右
記
』
と
同
様
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
記
述
に
関
し
て
は
特
に
本
稿
で
は
注
目
す
べ
き
点

は
な
い
。

　

本
稿
で
ま
ず
注
目
す
る
史
料
は
、
高
棟
流
平
家
の
日
記
六
種
の
総
称
で
あ
る
『
平
記
』
の
う
ち
、
平
行
親
の
手
に
な
る
長
暦
元
年
（
一
〇
三

七
）
一
一
月
一
一
日
条）
16
（

で
あ
る
。
こ
の
日
、
行
親
は
清
涼
殿
の
殿
上
の
間
へ
の
昇
殿
を
許
さ
れ
て
殿
上
人
と
な
り
、
内
裏
に
参
上
し
て
拝
賀
を

行
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
行
親
が
湯
漬
を
食
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
面
の
記
述
は
「
食
湯
漬
退
下
」
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
も
の

だ
が
、
果
た
し
て
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
行
親
の
経
歴
か
ら
探
る
と
、『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
正
月
一
〇
日
条
に
「
昨

日
被
定
蔵
人
〈
藤
原
良
任
・
平
定
親
、
秀
才
〉、
并
所
雑
色
〈
平
行
親
・
橘
成
任
〉」
と
あ
り
、
蔵
人
所
の
下
級
職
員
で
あ
る
雑
色
と
な
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
小
右
記
』
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
正
月
一
〇
日
条
に
は
「
以
蔵
人
左
衛
門
尉
平
行
親
・
同
府
尉
藤
原
為
親
可
為
検
非

違
使
」
と
あ
り
、
蔵
人
・
左
衛
門
尉
・
検
非
違
使
の
兼
任
と
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
行
親
の
蔵
人
と
し
て
の
経
歴
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
天
皇
の
秘
書
官
と
も
い
う
べ
き
蔵
人
と
い
う
官
職
に
つ

い
て
は
、
そ
の
職
務
内
容
を
ま
と
め
た
『
侍
中
群
要）
17
（

』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。「
侍
中
」
と
は
蔵
人
の
唐
名
で
あ
る
。
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）

以
降
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
書
物
だ
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
初
参
」
の
際
に
は
「
蔵
人
開
簡
著
之
〈
封
後
事
也
〉、
頃
之
居
湯
漬
、
随
先
達
気

色
食
之
了
置
箸
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
簡
」
と
は
宮
中
で
の
出
勤
確
認
に
用
い
た
「
日
給
の
簡
」
と
称
さ
れ
る
木
札
の
こ
と
で
、
昇
殿
を

許
さ
れ
た
者
は
そ
こ
に
新
た
に
名
前
を
記
さ
れ
る
。
初
参
の
蔵
人
も
そ
の
手
続
き
を
行
っ
た
後
、
し
ば
ら
く
し
て
彼
ら
の
前
に
湯
漬
が
置
か
れ

る
。
先
任
の
蔵
人
の
気
色
（
合
図
）
に
合
わ
せ
て
湯
漬
を
食
べ
、
終
わ
っ
た
ら
箸
を
置
く
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
昇
殿

し
た
ば
か
り
の
蔵
人
の
儀
式
と
し
て
、
湯
漬
を
食
べ
る
場
面
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
れ
は
『
侍
中
群
要
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
複
数
あ
る
説
の
う
ち
の
一
つ
で
、
別
の
説
で
は
「
湯
漬
」
云
々
の
記
述
は
な
く
、
説
に
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五
二

よ
っ
て
相
違
が
み
ら
れ
る
。
よ
っ
て
初
参
の
蔵
人
が
湯
漬
を
食
べ
る
と
い
う
儀
式
も
、
こ
の
時
点
で
は
必
ず
し
も
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

次
に
あ
げ
る
の
は
、
藤
原
宗
忠
の
日
記
で
あ
る
『
中
右
記
』
の
永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
正
月
一
五
日
条
に
み
え
る
源
明
国
の
昇
殿
の
事
例

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
於
殿
上
口
令
蔵
人
木
工
助
明
国
付
簡
、
居
湯
漬
如
新
殿
上
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
日
給
の
簡
に
名
前
が
記
さ
れ
た
の
ち

に
湯
漬
が
出
さ
れ
て
い
る
。
明
国
は
同
年
一
一
月
八
日
に
従
五
位
下
に
な
っ
て
い
て
（『
中
右
記
』
同
日
条
）、
二
年
前
の
時
点
で
は
「
正
六
位

上
源
明
国
」
や
「
已
為
一
院
蔵
人
上
臈
」
と
あ
る
の
で
（『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
七
月
一
三
日
条
）、
件
の
湯
漬
の
儀
式
の
と
き

に
は
六
位
の
蔵
人
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
白
河
院
の
蔵
人
と
し
て
も
地
位
を
築
い
て
い
た
ら
し
い
。「
如
新
殿
上
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
と

き
の
昇
殿
は
あ
る
い
は
二
度
目
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
二
年
後
、『
中
右
記
』
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）
一
二
月
二
三
日
条
を
み
る
と
、
記
主
の
宗
忠
が
右
大
弁
・
蔵
人
頭
に
補
任
さ
れ
て
拝

賀
を
行
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
も
湯
漬
が
登
場
す
る
。
こ
の
と
き
宗
忠
は
院
、
関
白
、
左
大
臣
、
内
裏
の
順
で
あ
い
さ
つ
に
ま
わ
り
、
そ
の
う
ち

院
と
内
裏
で
は
先
任
の
蔵
人
が
応
対
し
て
い
る
が
、
湯
漬
が
出
さ
れ
た
の
は
内
裏
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
記
事
は
「
蔵
人
実
光
取
簡
、
書

加
蔵
人
頭
字
注
日
給
、
其
後
仰
主
殿
司
居
湯
漬
〈
三
盃
許
〉、
予
并
蔵
人
佐
実
光
同
着
之
、
如
形
食
之
、
主
殿
司
徹
〔
撤
〕
之
」
と
あ
り
、
先

任
の
蔵
人
で
あ
る
藤
原
実
光
が
応
対
し
て
日
給
の
簡
に
「
蔵
人
頭
」
と
書
き
加
え
、
宮
中
の
灯
火
・
薪
炭
を
管
理
す
る
主
殿
司
が
用
意
し
た
湯

漬
を
、
宗
忠
と
実
光
が
一
緒
に
食
べ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
如
形
」
と
あ
り
、
す
で
に
形
式
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
『
中
右
記
』
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）
正
月
一
六
日
条
で
は
、
宗
忠
の
長
男
で
あ
る
藤
原
宗
能
が
蔵
人
に
補
任
さ
れ
て
拝
賀
を
行
っ
て
い
る
。

関
白
、
中
宮
、
内
裏
の
順
で
ま
わ
り
、
や
は
り
最
後
の
内
裏
で
湯
漬
が
出
た
。
記
事
に
は
「
次
参
殿
上
口
、
付
蔵
人
大
江
広
房
奏
事
由
、
拝
舞

之
後
、
解
釼
昇
殿
上
、
広
房
付
簡
、
令
居
湯
漬
、
与
蔵
人
広
房
食
了
」
と
あ
っ
て
、
蔵
人
の
大
江
広
房
が
取
り
次
い
で
日
給
の
簡
に
名
前
を
入

れ
、
宗
能
と
一
緒
に
湯
漬
を
食
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
能
は
二
年
後
に
蔵
人
に
還
補
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
も
や
は
り
内
裏
に
て
、

高
階
泰
兼
・
藤
原
有
成
の
二
人
の
蔵
人
の
取
り
次
ぎ
を
経
て
、
湯
漬
を
「
如
形
」
食
べ
て
い
る
（『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
一
〇

月
一
五
日
条
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
一
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
に
か
け
て
、
昇
殿
を
許
さ
れ
た
蔵
人
が
内
裏
で
拝
賀
を
行
っ
た
際
に
、
先
任
の
蔵
人
と
一
緒
に
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「
湯
漬
」
の
諸
相

五
三

湯
漬
を
食
べ
る
と
い
う
儀
式
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
。
以
下
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
拝
賀
に
際
し
て
湯
漬
を
食
べ

る
（
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
所
作
を
す
る
）
儀
式
の
こ
と
を
、
仮
に
「
湯
漬
儀
式
」
と
称
し
て
お
く
。

　

さ
て
次
に
、
こ
の
湯
漬
儀
式
が
こ
れ
以
降
の
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
く
か
を
み
て
い
こ
う
。『
兵
範
記
』
仁
安
四
年

（
一
一
六
九
）
正
月
一
日
条
を
み
る
と
、
記
主
の
平
信
範
の
子
で
あ
る
平
信
基
が
昇
殿
を
許
さ
れ
て
諸
方
に
拝
賀
し
、
内
裏
で
は
蔵
人
に
よ
る

応
対
を
受
け
、
や
は
り
湯
漬
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
こ
の
と
き
信
基
が
左
衛
門
佐
で
あ
っ
た
の
は
確
か
だ
が
、
蔵
人
に
補

任
さ
れ
た
明
証
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
傍
証
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は
信
基
の
父
の
信
範
、
子
の
親
輔
は
い
ず
れ
も
蔵
人
頭

を
経
験
し
て
お
り
、
彼
ら
の
家
で
あ
る
高
棟
流
平
家
は
、
弁
官
・
蔵
人
と
い
う
事
務
系
の
官
職
を
経
て
大
納
言
に
ま
で
達
し
う
る
名
家
と
い
う

家
格
に
属
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
平
行
親
も
こ
の
家
の
出
身
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
信
基
も
蔵
人
に
補
任
さ
れ
て
い
た
か
、
あ
る

い
は
蔵
人
に
補
任
さ
る
べ
き
そ
の
家
柄
に
も
と
づ
い
て
湯
漬
儀
式
が
行
わ
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
同
じ
く
名
家
に
格
付
け
さ
れ
る
広
橋
家
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
広
橋
経
光
の
日
記
『
民
経
記
』
の
嘉
禄
二
年

（
一
二
二
六
）
八
月
一
〇
日
条
を
み
る
と
、
経
光
自
身
の
昇
殿
拝
賀
の
様
子
が
記
さ
れ
て
お
り
、
経
光
は
内
裏
で
蔵
人
と
湯
漬
を
食
べ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
と
き
経
光
は
蔵
人
に
は
補
任
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
『
蔵
人
補
任）
18
（

』
な
ど
を
み
て
も
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
二
年
後
の
安

貞
二
年
（
一
二
二
八
）
に
経
光
は
蔵
人
に
補
任
さ
れ
て
お
り
（『
民
経
記
』
同
年
一
〇
月
二
日
条
）、
そ
の
と
き
に
も
拝
賀
を
行
っ
て
湯
漬
を
食

べ
て
い
る
。
こ
れ
は
経
光
の
子
で
あ
る
兼
仲
も
同
様
で
、
兼
仲
の
日
記
『
勘
仲
記
』
を
み
る
と
、
兼
仲
は
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
七
月
二
二

日
条
で
昇
殿
拝
賀
を
行
っ
て
湯
漬
を
食
べ
て
い
る
が
、
蔵
人
に
補
任
さ
れ
た
の
は
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
正
月
一
三
日
条
の
こ
と
で
、
そ
の

た
め
の
拝
賀
を
同
月
一
九
日
条
で
行
っ
て
い
る
（
た
だ
し
こ
の
と
き
は
湯
漬
儀
式
の
有
無
な
ど
詳
細
は
不
明
）。
経
光
の
父
で
あ
る
頼
資
、
さ

ら
に
そ
の
父
の
兼
光
が
い
ず
れ
も
蔵
人
の
経
験
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
兼
仲
の
猶
子
で
あ
る
時
兼
は
蔵
人
の
見
習
い
で
あ
る
非
蔵
人
と
し

て
昇
殿
拝
賀
し
、
湯
漬
儀
式
を
行
っ
て
い
る
（『
勘
仲
記
』
弘
安
九
年
一
二
月
二
三
日
条
）。
よ
っ
て
経
光
・
兼
仲
が
一
度
目
の
昇
殿
拝
賀
で
湯

漬
儀
式
を
行
っ
た
の
は
、
そ
の
家
柄
か
ら
し
て
蔵
人
を
経
験
す
る
こ
と
が
当
初
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
こ
こ
で
、
湯
漬
儀
式
の
描
写
に
比
較
的
詳
し
い
こ
れ
ら
広
橋
家
の
記
録
か
ら
、
内
裏
で
の
拝
賀
の
手
順
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
殿

上
口
に
立
っ
て
蔵
人
を
呼
び
、
蔵
人
が
天
皇
に
取
り
次
ぐ
。
了
解
が
出
る
と
、
拝
舞
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
所
作
を
し
、
沓
脱
か
ら
昇
殿
す
る
。
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五
四

下
座
に
着
座
し
た
と
こ
ろ
で
、
上
座
に
着
い
た
蔵
人
が
主
殿
司
を
呼
ん
で
火
置
・
硯
を
取
り
寄
せ
、
蔵
人
が
簡
に
書
き
入
れ
る
。
次
い
で
、
蔵

人
が
ま
た
主
殿
司
を
呼
び
、
湯
漬
の
準
備
を
さ
せ
る
。
蔵
人
に
向
か
い
合
っ
て
湯
漬
を
食
べ
る
。
食
べ
終
わ
っ
た
ら
、
も
と
の
道
を
た
ど
っ
て

帰
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
時
兼
の
湯
漬
儀
式
に
関
し
て
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
点
は
、「
次
行
湯
漬
、
蔵
人
親
雄
対
揚
」
と
、
六
位
の
蔵
人
で
あ
る
藤
原

親
雄
が
時
兼
に
「
対
揚
」
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
対
揚
」
と
い
う
の
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、

（
１
）（
形
動
）
能
力
、
勢
力
、
地
位
な
ど
が
つ
り
あ
っ
て
対
応
し
て
い
る
こ
と
。
匹
敵
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
物
事
や
人
、
あ
る
い
は
そ

の
さ
ま
。
対
等
。

（
２
）
あ
る
事
柄
や
相
手
に
応
じ
る
こ
と
。
あ
い
対
す
る
こ
と
。

（
３
）
二
つ
ず
つ
対
に
な
る
こ
と
。
コ
ン
ビ
を
く
む
こ
と
。

　

な
ど
の
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
『
勘
仲
記
』
で
の
用
法
に
は
、
一
緒
に
向
か
い
合
っ
て
湯
漬
を
二
人
で
食
べ
、
し
か
も
二
人
の
地
位

が
つ
り
あ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
ま
た
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

さ
て
広
橋
家
と
同
じ
く
名
家
に
格
付
け
ら
れ
る
甘
露
寺
家
で
は
、
蔵
人
の
拝
賀
に
つ
い
て
先
例
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
『
夕
郎

五
代
拝
賀
次
第）
19
（

』
と
い
う
記
録
で
、
甘
露
寺
親
長
が
先
祖
五
代
（
藤
原
隆
方
、
為
房
、
為
隆
、
経
房
、
定
経
）
に
わ
た
る
日
記
の
な
か
か
ら
蔵

人
拝
賀
に
関
わ
る
記
述
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。「
夕
郎
」
と
は
「
夕
拝
郎
」
と
も
い
い
、
こ
れ
も
蔵
人
の
唐
名
で
あ
る
。
五
代
の
う
ち
拝

賀
に
際
し
て
湯
漬
儀
式
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
応
徳
元
年
（
一
〇
八
四
）
の
為
房
、
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
の
経
房
、
元
暦
二
年
（
一
一
八

五
）
の
定
経
の
三
人
で
あ
る
。
残
る
二
人
は
と
い
う
と
、
天
喜
五
年
（
一
〇
五
七
）
の
隆
方
は
「
日
者
故
障
連
々
、
于
今
遅
々
、
昨
日
又
内
裏

御
衰
日
也
、（
中
略
）
付
簡
之
後
退
出
、
雖
申
慶
由
不
拝
踏
、
服
者
之
例
也
」
と
い
う
次
第
で
、
日
取
り
が
悪
か
っ
た
た
め
に
儀
式
そ
の
も
の

を
簡
略
化
し
た
ら
し
い
。
ま
た
康
和
元
年
（
一
〇
九
九
）
の
為
隆
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
拝
賀
の
様
子
が
記
事
と
し
て
残
っ
て
い
な
い
。
そ

し
て
親
長
の
跋
文
に
よ
れ
ば
、
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）
の
親
長
自
身
、
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
）
の
子
の
氏
長
、
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）

の
同
じ
く
子
の
元
長
と
、
そ
れ
ぞ
れ
蔵
人
と
し
て
拝
賀
し
た
際
に
こ
れ
ら
先
祖
の
記
録
を
参
照
し
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
戦
国
期
以
降
に
な
る
と
、
名
家
だ
け
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
家
格
の
家
に
湯
漬
儀
式
の
記
録
が
残
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
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湯
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」
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相

五
五

『
諸
仲
卿
蔵
人
奏
慶
記）
20
（

』
は
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
に
五
辻
諸
仲
が
蔵
人
拝
賀
し
た
と
き
の
記
録
で
あ
る
。
湯
漬
が
出
さ
れ
た
時
の
箸
の

取
り
方
・
置
き
方
に
つ
い
て
「
以
右
手
取
土
器
之
箸
〈
大
指
ヲ
前
ニ
ナ
シ
、
其
別
ノ
四
ノ
指
ヲ
外
ニ
ナ
シ
テ
、
手
ヲ
ウ
ツ
プ
セ
テ
箸
ノ
中
程
ヲ

取
ナ
リ
〉」
な
ど
と
詳
し
く
記
す
が
、
実
際
に
湯
漬
を
食
べ
る
と
い
う
記
述
は
な
く
、
完
全
に
儀
式
と
し
て
形
式
化
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る
。
五
辻
家
は
神
楽
を
家
業
と
し
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
家
職
に
た
ず
さ
わ
る
半
家
と
呼
ば
れ
る
家
格
に
属
す
る
。

　
『
逍
遙
院
内
府
蔵
人
頭
拝
賀
次
第）
21
（

』
お
よ
び
『
称
名
院
右
府
蔵
人
頭
奏
慶
従
事
次
第）
22
（

』
は
、
い
ず
れ
も
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）
に
三
条
西

公
条
が
蔵
人
頭
拝
賀
し
た
と
き
の
記
録
で
、
著
者
は
そ
の
父
の
三
条
西
実
隆
で
あ
り
、
文
章
も
か
な
り
類
似
し
て
い
る
。
主
殿
司
が
湯
漬
を
運

ん
で
く
る
と
「
寄
懸
箸
於
湯
漬
〈
食
之
由
也
〉、
須
臾
如
元
置
箸
復
座
」
と
あ
っ
て
、
箸
を
湯
漬
に
も
た
せ
掛
け
る
だ
け
で
、
や
は
り
実
際
に

は
食
べ
て
い
な
い
ら
し
い
。
三
条
西
家
の
家
格
は
大
臣
に
ま
で
昇
る
大
臣
家
で
あ
る
。

　
『
康
親
卿
貫
首
拝
賀
次
第）
23
（

』
は
、
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
に
蔵
人
頭
に
補
任
さ
れ
た
中
山
康
親
の
拝
賀
に
関
す
る
記
録
で
、「
貫
首
」
は
蔵

人
頭
の
唐
名
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
記
録
も
湯
漬
に
つ
い
て
は
「
食
由
也
」
と
あ
り
、
食
べ
る
ふ
り
を
す
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
中
山
家
の
家

格
は
羽
林
家
で
、
近
衛
を
経
て
納
言
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
家
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
蔵
人
の
昇
殿
拝
賀
に
お
い
て
湯
漬
を
食
べ
る
、
あ
る
い
は
食
べ
る
所
作
を
す
る
と
い
う
儀
式
は
、
平
安
期
か
ら
戦
国
期
ま

で
、
朝
廷
の
中
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
は
こ
の
湯
漬
儀
式
を
蔵
人
に
関
す
る
も
の
と
し
て
の
み
説
明
し
て
き
た
が
、
実
は
そ
う
で
な
い
ケ
ー
ス
も
少
数
な
が

ら
観
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
蔵
人
以
外
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
そ
の
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。

三
、
朝
廷
儀
式
と
湯
漬 

─
摂
関
家
子
弟
の
昇
殿
拝
賀
─

　

嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
四
月
二
六
日
、
藤
原
忠
通
が
一
一
歳
で
元
服
す
る
。
そ
の
時
の
様
子
は
『
中
右
記
』
の
同
日
条
、
お
よ
び
忠
通
の

父
で
あ
る
藤
原
忠
実
の
日
記
『
殿
暦
』
の
同
日
条
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
、
加
冠
し
て
正
五
位
下
に
叙
さ
れ
、
昇
殿
の
資
格
を
得

た
忠
通
は
、
忠
実
に
連
れ
ら
れ
て
参
内
し
、
日
給
の
簡
に
位
階
・
姓
名
を
記
さ
れ
た
。
そ
し
て
蔵
人
頭
と
対
座
し
て
、
湯
漬
儀
式
を
行
っ
た
。
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五
六

そ
の
後
、
さ
ら
に
院
・
東
宮
に
も
参
上
し
、
そ
れ
ぞ
れ
日
給
の
簡
に
名
前
を
入
れ
ら
れ
、
湯
漬
を
出
さ
れ
た
。
な
お
忠
通
は
こ
の
時
点
で
は
無

官
で
あ
る
が
、
六
月
に
侍
従
、
一
一
月
に
右
少
将
、
一
二
月
に
右
中
将
と
昇
進
し
て
い
き
、
一
二
月
に
も
湯
漬
儀
式
を
行
っ
て
い
る
（『
中
右

記
』
同
月
二
八
日
条
）。
父
の
忠
実
は
忠
通
が
元
服
し
た
四
月
の
時
点
で
関
白
で
あ
り
、
七
月
に
は
堀
河
天
皇
の
死
去
と
鳥
羽
天
皇
の
践
祚
に

と
も
な
い
摂
政
と
な
る
。
む
ろ
ん
忠
通
も
や
が
て
は
摂
政
・
関
白
に
な
る
人
物
で
、
蔵
人
の
官
職
と
は
縁
は
な
い
。
つ
ま
り
摂
関
家
の
子
弟

が
、
内
裏
・
院
・
東
宮
の
三
度
に
わ
た
っ
て
湯
漬
儀
式
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
以
下
い
く
つ
か
の
書
物
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
忠
通
の
元
服
と
近
い
時
代
に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
『
蓬
莱
抄）
24
（

』
で

あ
る
。
著
者
は
藤
原
重
隆
（
一
〇
七
六
〜
一
一
一
八
）
と
さ
れ
、
蔵
人
以
外
の
殿
上
人
の
作
法
を
説
い
た
も
の
で
、「
非
職
事
雲
客
所
役
秘
抄
」

と
の
別
名
が
あ
る
。「
職
事
」
と
は
蔵
人
の
別
名
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
初
参
内
之
時
」
は
蔵
人
の
案
内
に
従
っ
て
昇
殿
を
遂
げ
、
日
給

の
簡
に
官
位
・
姓
名
を
記
さ
れ
た
後
で
湯
漬
が
供
さ
れ
る
と
い
い
、
そ
の
様
子
を
「
次
令
居
湯
漬
、
次
随
侍
中
之
気
色
着
台
盤
如
形
、
嘗
畢
、

抜
箸
候
本
座
、
頃
之
退
出
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
手
順
は
前
章
で
み
た
蔵
人
の
昇
殿
拝
賀
と
大
き
く
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　

次
に
み
る
の
は
『
世
俗
浅
深
秘
抄）
25
（

』
で
、
著
者
は
後
鳥
羽
天
皇
、
成
立
は
建
暦
年
間
（
一
二
一
一
〜
一
二
一
三
）
と
の
説
が
あ
る
。
こ
れ
に

よ
る
と
「
関
白
如
子
息
於
院
殿
上
付
簡
時
、
納
言
院
司
着
殿
上
行
事
、
仍
居
湯
漬
事
、
六
位
役
之
、
是
嘉
承
例
也
」
と
あ
り
、
関
白
の
子
弟
が

院
に
昇
殿
す
る
場
合
に
湯
漬
儀
式
を
実
施
す
る
と
し
て
お
り
、
そ
の
由
来
を
「
嘉
承
例
」
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
み
た
忠
通
の
元
服
の

こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
鎌
倉
期
末
か
ら
南
北
朝
期
の
成
立
か
と
さ
れ
る
『
夕
拝
備
急
至
要
抄）
26
（

』
で
は
、「
関
白
息
元
服
」
と
い
う
項
目
の
次
に
記
さ
れ
た

「
同
（
関
白
息
）
昇
殿
拝
賀
」
と
い
う
項
目
で
、「
被
仰
昇
殿
〈
六
位
奉
付
簡
申
次
〉、
対
揚
殿
上
人
〈
蔵
人
頭
、
嘉
承
蔵
人
頭
、
弘
安
同
〉、
御

前
召
〈
円
座
可
入
〉、
湯
漬
〈
下
知
六
位
、
土
器
〉、
申
次
〈
慶
申
申
次
二
ケ
度
、
御
共
殿
上
人
昇
殿
、
申
次
職
事
〉」
と
し
て
い
る
。
や
は
り

関
白
の
子
弟
が
昇
殿
拝
賀
し
た
際
に
湯
漬
儀
式
を
行
い
、
そ
の
際
に
「
対
揚
」
す
る
殿
上
人
（
蔵
人
頭
）
が
事
に
あ
た
る
と
し
て
、「
嘉
承
」

の
例
を
引
い
て
い
る）

27
（

。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
で
、
蔵
人
あ
る
い
は
名
家
以
外
の
人
物
が
湯
漬
儀
式
を
行
っ
た
例
を
検
出
し
て
い
く
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）、
忠
通
の
孫
で
、
前
関
白
藤
原
基
房
の
子
で
あ
る
藤
原
家
房
（『
玉
葉
』
同
年
四
月
二
八
日
条
）。
と
き
に
左
中

183



「
湯
漬
」
の
諸
相

五
七

将
、
二
〇
歳
。

・
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）、
関
白
近
衛
基
通
の
子
で
あ
る
鷹
司
兼
基
（『
猪
隈
関
白
記
』
同
年
正
月
二
日
条
）。
と
き
に
侍
従
、
一
四
歳
。

・
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）、
家
房
の
異
母
弟
で
あ
る
松
殿
忠
房
（『
明
月
記
』
同
年
一
二
月
二
九
日
条
）。
と
き
に
右
少
将
、
一
一
歳
。

・
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）、
摂
政
・
前
関
白
近
衛
家
実
の
子
で
あ
る
近
衛
兼
経
。
と
き
に
侍
従
、
一
三
歳
。
翌
年
、
従
四
位
下
に
加
階
し

た
兼
経
は
そ
の
と
き
も
行
っ
た
（『
岡
屋
関
白
記
』
貞
応
元
年
一
二
月
二
五
日
条
、
同
二
年
一
二
月
二
六
日
条
）。

・
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）、
関
白
鷹
司
兼
平
の
子
で
あ
る
鷹
司
基
忠
（『
経
俊
卿
記
』
同
年
六
月
一
九
日
条
）。
と
き
に
右
中
将
、
一
〇
歳
。

　

以
上
、
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
摂
関
家
の
子
弟
が
昇
殿
拝
賀
す
る
際
に
湯
漬
儀
式
を
行
っ
て
い
た
。
た
だ
、
次
の
よ
う
な
例
外
も
存
在
す

る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。

・
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）、
西
園
寺
実
氏
の
子
で
あ
る
西
園
寺
公
基
（『
民
経
記
』
同
年
四
月
一
七
日
条
）。
と
き
に
右
中
将
、
一
四
歳
。

　

西
園
寺
家
の
家
格
は
摂
関
家
に
次
ぐ
清
華
家
で
、
太
政
大
臣
ま
で
昇
進
が
可
能
で
あ
り
、
実
氏
も
太
政
大
臣
に
ま
で
は
昇
っ
て
い
る
が
、
摂

政
・
関
白
の
経
験
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
例
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
湯
漬
儀
式
を
行
う
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
っ
た
事

例
、
あ
る
い
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
事
例
が
参
考
に
な
る
。
そ
こ
で
、
近
衛
府
の
中
将
・
少
将
の
拝
賀
に
関
す
る
記
事
を
先
行
す
る
日
記
か
ら
集

成
し
た
『
次
将
拝
賀
部
類）
28
（

』
を
手
引
き
に
、
い
く
つ
か
興
味
深
い
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
『
玉
葉
』
の
記
主
で
あ
る
九
条
兼
実
は
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
に
摂
政
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
に
関
白
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
兼
実
の
子
で
あ
る
良
通
は
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
に
中
将
、
そ
の
弟
の
良
経
は
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
三
月
に
少
将
、
一
二
月
に
中
将

と
そ
れ
ぞ
れ
拝
賀
の
記
事
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
兼
実
の
摂
政
・
関
白
就
任
以
前
で
あ
る
た
め
か
、
湯
漬
儀
式
の
記
述
は
な
い
（『
玉
葉
』
治

承
元
年
一
二
月
二
日
条
、
寿
永
元
年
三
月
一
九
日
条
、
同
年
一
二
月
二
〇
日
条
）。

　

そ
の
一
方
で
、
兼
実
の
異
母
兄
で
前
関
白
で
あ
る
基
房
の
子
の
家
房
は
、
先
述
の
通
り
文
治
二
年
四
月
に
湯
漬
儀
式
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、

蔵
人
頭
で
右
中
弁
を
兼
ね
る
源
兼
忠
が
「
湯
漬
対
揚
」
を
つ
と
め
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
兼
忠
は
従
四
位
上
、
家
房
は
従
四
位
下
・
左
中
将
で

あ
っ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
同
じ
こ
ろ
、
家
房
の
拝
賀
と
並
行
し
て
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
の
が
、
兼
実
の
同
母
弟
で
正
二
位
・
権
大
納
言
だ
っ
た
藤
原
兼
房
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五
八

の
子
で
、
禁
色
を
許
さ
れ
た
兼
良
の
拝
賀
に
際
し
て
の
「
湯
漬
対
揚
」
の
有
無
で
あ
っ
た
。
当
時
の
兼
良
の
官
位
は
正
五
位
下
・
侍
従
で
あ
っ

た
。
こ
の
件
に
関
し
て
兼
実
は
「
件
対
揚
事
、
一
人
子
息
ハ
貫
首
五
位
蔵
人
之
間
、
必
候
対
座
、
雖
非
一
人
、
京
極
殿
并
宇
治
左
大
臣
及
余
等

子
息
如
此
、
此
外
無
例
、
仍
不
可
必
然
事
也
、
亜
相
息
専
不
可
然
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（『
玉
葉
』
文
治
二
年
四
月
二
七
日
条
）。
い
わ

く
、
湯
漬
対
揚
と
い
う
の
は
、
一
人
（
い
ち
の
ひ
と
）
す
な
わ
ち
摂
政
・
関
白
の
子
息
は
蔵
人
頭
や
五
位
蔵
人
が
対
座
す
る
も
の
で
、
摂
政
・

関
白
で
な
く
と
も
、
京
極
殿
（
藤
原
師
実
）
や
宇
治
左
大
臣
（
藤
原
頼
長
）、
自
分
の
子
息
な
ど
の
例
は
あ
る
が
、
亜
相
（
大
納
言
）
の
子
息

で
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
後
白
河
院
か
ら
「
可
計
沙
汰
」
と
あ
い
ま
い
な
指
示
が
あ
っ
た
が
、
や
は
り
兼
良

の
「
湯
漬
対
揚
」
は
取
り
や
め
と
な
っ
た
。

　

そ
し
て
先
述
の
西
園
寺
家
と
同
じ
く
清
華
家
の
ケ
ー
ス
で
は
、
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
に
徳
大
寺
公
清
の
子
で
左
少
将
の
徳
大
寺
実
時
が

昇
殿
拝
賀
を
行
っ
た
。
西
園
寺
家
か
ら
の
分
家
で
同
じ
く
清
華
家
に
属
す
る
洞
院
公
賢
の
日
記
『
園
太
暦
』
の
同
年
正
月
一
六
日
条
を
み
る

と
、
実
時
の
拝
賀
は
「
略
湯
漬
付
簡
儀
云
々
、
父
公
示
合
之
間
、
可
略
歟
旨
示
了
」
と
い
う
。
つ
ま
り
父
の
公
清
が
公
賢
に
事
前
に
相
談
し
た

と
こ
ろ
、「
湯
漬
付
簡
儀
」
は
省
略
し
た
方
が
い
い
、
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
の
だ
と
い
う
。
清
華
家
と
い
う
家
格
で
行
う
べ
き
儀
式
で
は

な
い
、
と
の
判
断
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
彼
ら
公
家
の
家
格
秩
序
か
ら
み
れ
ば
、
天
福
元
年
の
西
園
寺
公
基
の
ケ
ー
ス
は
、
む
し
ろ
先
例
を

踏
み
外
し
た
も
の
と
位
置
付
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
徳
大
寺
実
時
も
、
も
し
先
例
に
詳
し
い
洞
院
公
賢
に
相
談
し
な
け
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
湯

漬
儀
式
を
行
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
湯
漬
と
「
対
揚
」

　

そ
れ
で
は
最
後
に
、
こ
の
湯
漬
儀
式
に
関
わ
る
も
う
一
つ
の
論
点
と
し
て
、「
対
揚
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
蔵

人
の
昇
殿
拝
賀
で
は
、
向
か
い
合
っ
て
湯
漬
を
食
べ
る
の
は
初
参
の
蔵
人
と
先
任
の
蔵
人
で
あ
る
。
一
口
に
蔵
人
と
い
っ
て
も
蔵
人
頭
・
五
位

蔵
人
・
六
位
蔵
人
・
非
蔵
人
と
階
層
差
は
あ
る
が
、
例
え
ば
非
蔵
人
の
広
橋
時
兼
に
は
六
位
蔵
人
の
藤
原
親
雄
が
「
対
揚
」
し
た
よ
う
に
、
湯

漬
を
食
べ
あ
う
二
人
の
地
位
は
お
お
む
ね
「
対
揚
」
と
い
う
言
葉
の
通
り
に
均
衡
し
て
い
る
。

181



「
湯
漬
」
の
諸
相

五
九

　

次
に
摂
関
家
子
弟
の
昇
殿
拝
賀
で
あ
る
が
、
ま
ず
既
述
の
内
容
か
ら
挙
げ
る
と
、『
夕
拝
備
急
至
要
抄
』
で
は
嘉
承
の
藤
原
忠
通
の
例
を
引

い
て
関
白
の
子
息
に
は
蔵
人
頭
が
「
対
揚
」
す
る
と
し
た
。
九
条
兼
実
は
摂
政
・
関
白
の
子
息
に
は
蔵
人
頭
・
五
位
蔵
人
が
「
対
揚
」
す
る
と

し
た
。
従
四
位
下
・
左
中
将
の
藤
原
家
房
に
は
従
四
位
上
・
蔵
人
頭
・
右
中
弁
の
源
兼
忠
が
「
対
揚
」
し
た
。

　

正
五
位
下
・
右
少
将
の
松
殿
忠
房
に
は
「
蔵
人
弁
」
が
「
対
揚
」
し
た
と
い
う
が
（『
明
月
記
』
建
仁
三
年
一
二
月
二
九
日
条
）、
こ
れ
は
正

五
位
上
・
五
位
蔵
人
・
左
少
弁
の
藤
原
光
親
と
比
定
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
正
四
位
下
・
左
中
将
の
藤
原
定
家
は
忠
房
の
取
り
次
ぎ
は
し
た
が
、

「
於
其
事
者
、
蔵
人
弁
御
沙
汰
候
也
」
と
言
っ
て
、「
対
揚
」
ま
で
は
し
な
か
っ
た
。

　

ま
た
永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）、
と
き
に
正
四
位
下
・
右
中
将
で
九
歳
の
近
衛
経
平
が
昇
殿
拝
賀
し
た
際
に
は
、
正
四
位
下
・
右
中
将
・
蔵

人
頭
の
正
親
町
三
条
実
躬
が
「
対
揚
」
し
た
（『
実
躬
卿
記
』
同
年
八
月
二
三
日
条
）。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
湯
漬
儀
式
の
「
対
揚
」
は
蔵
人
が
つ
と
め
、
位
階
の
上
で
は
拝
賀
す
る
者
と
同
格
、
あ
る
い
は
や
や
上
位
の
者

が
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
摂
関
家
子
弟
の
場
合
で
あ
っ
て
も
蔵
人
が
「
対
揚
」
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
や
は
り
も
と
は

蔵
人
の
昇
殿
拝
賀
の
や
り
方
を
、
藤
原
忠
実
・
忠
通
の
父
子
が
模
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
「
湯
漬
」
と
い
う
食
べ
物
に
着
目
し
て
、
中
世
以
前
の
日
本
文
化
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
検
討
を
進
め
て
き

た
。

　

そ
の
な
か
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
宴
会
か
ら
病
床
ま
で
、
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
人
々
が
口
に
し
て
き
た
、
い
わ
ば
基
本

食
・
万
能
食
と
し
て
の
湯
漬
の
あ
り
方
で
あ
り
、
朝
廷
に
あ
っ
て
は
、
昇
殿
拝
賀
と
い
う
新
た
な
参
入
者
を
受
け
入
れ
る
儀
式
で
の
不
可
欠
な

小
道
具
と
い
う
姿
で
あ
っ
た
。

　

天
皇
の
秘
書
官
た
る
蔵
人
、
さ
ら
に
は
天
皇
の
代
行
者
た
る
摂
関
の
子
弟
と
い
う
、
朝
廷
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
彼
ら
に
と
っ

て
、
湯
漬
儀
式
と
は
公
家
社
会
に
仲
間
入
り
す
る
た
め
の
共
同
飲
食
の
場
で
あ
り
、
彼
ら
を
つ
な
げ
る
媒
介
と
し
て
湯
漬
は
機
能
し
た
の
で
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六
〇

あ
っ
た
。

　

実
際
に
向
か
い
合
っ
て
湯
漬
を
食
べ
た
の
は
、
新
参
者
と
位
階
の
ほ
ぼ
つ
り
あ
っ
た
蔵
人
で
あ
り
、
そ
の
二
人
の
関
係
を
指
し
て
「
対
揚
」

と
表
現
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
儀
式
の
対
象
が
、
蔵
人
だ
け
で
な
く
摂
関
家
子
弟
に
ま
で
拡
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
大
き
な
契
機
は
、
藤
原

忠
実
・
忠
通
の
父
子
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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注（
１
）http://nagatanien.okweb3.jp/EokpControl?&

tid=10632&
event=FE0006

（
２
）http://www.nagatanien.co.jp/enjoy/backstage/#1738

（
３
）
本
稿
で
は
『
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
』
お
よ
び
『
群
書
類
従
（
正
・

続
・
続
々
）』
の
閲
覧
に
際
し
て
は
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
を
利
用
し
た
。

（
４
）
伊
藤
信
博
「
室
町
時
代
の
食
文
化
考 
│
飲
食
の
嗜
好
と
旬
の
成
立
│
」

（
名
古
屋
大
学
国
際
言
語
文
化
研
究
科
国
際
多
元
文
化
専
攻
『
多
元
文

化
』
一
四
、
二
〇
一
四
年
）。

（
５
）『
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
一
五 

う
つ
ほ
物
語
二
』「
蔵
開 

中
」
四

九
一
頁
。

（
６
）『
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
一
五 

う
つ
ほ
物
語
二
』「
蔵
開 
中
」
五

〇
七
頁
。

（
７
）『
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
二
二 

源
氏
物
語
三
』「
少
女
」
三
八
頁
。

（
８
）
古
瀬
奈
津
子
「
芋
粥
の
話 

│
有
職
故
実
か
ら
生
活
社
会
史
へ
│
」

（『
大
学
院
教
育
改
革
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
日
本
文
化
研
究
の
国
際
的
情

報
伝
達
ス
キ
ル
の
育
成
」
活
動
報
告
書
』、
二
〇
〇
九
年
）。

（
９
）『
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
三
四 

大
鏡
』
四
〇
〇
〜
四
〇
一
頁
。

（
10
）『
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
一
八 

枕
草
子
』
一
八
七
段
、
三
二
五
〜

三
二
六
頁
。

（
11
）『
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
三
八 

今
昔
物
語
集
四
』
巻
二
八
第
二
三
、

二
一
五
〜
二
一
七
頁
。

（
12
）『
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
五
〇 

宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
七
第
三
、
二

三
一
〜
二
三
三
頁
。

（
13
）『
国
史
大
系
一
五 

古
今
著
聞
集
』
巻
一
八
飲
食
第
二
八
、
五
六
七
〜

五
六
八
頁
。

（
14
）『
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
一
七 

落
窪
物
語
・
堤
中
納
言
物
語
』
二

八
三
頁
。

（
15
）
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
九
日
検
索
。

（
16
）『
続
々
群
書
類
従
第
五 

記
録
部
』
所
収
。

（
17
）『
続
々
群
書
類
従
第
七 

法
制
部
二
』
所
収
「
侍
中
群
要
第
一
」。

（
18
）『
群
書
類
従
第
四
輯 

補
任
部
』
所
収
。

（
19
）『
続
群
書
類
従
第
十
一
輯
下 

公
事
部
』
所
収
。

（
20
）『
続
群
書
類
従
第
十
一
輯
下 

公
事
部
』
所
収
。

（
21
）『
続
群
書
類
従
第
十
一
輯
下 

公
事
部
』
所
収
。

（
22
）『
続
群
書
類
従
第
十
一
輯
下 

公
事
部
』
所
収
。

（
23
）『
続
群
書
類
従
第
十
一
輯
下 

公
事
部
』
所
収
。

（
24
）『
群
書
類
従
第
七
輯 

公
事
部
』
所
収
。

（
25
）『
群
書
類
従
第
二
十
六
輯 

雑
部
』
所
収
。
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（
26
）『
群
書
類
従
第
七
輯 

公
事
部
』
所
収
。

（
27
）
一
方
の
「
弘
安
」
の
例
と
し
て
は
、
鷹
司
兼
平
の
子
息
で
あ
る
兼
忠
、

二
条
師
忠
の
子
息
で
あ
る
冬
通
、
弟
で
養
子
の
兼
基
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
が
未
詳
で
あ
る
。

（
28
）『
続
群
書
類
従
第
十
一
輯
下 

公
事
部
』
所
収
。



六
二

Aspects of Yuzuke: 
Focusing on Ceremony of the Imperial Court

NITADORI Yuichi

This paper focuses on a food called “Yuzuke”, and examines it to solve a part 
of Japanese culture in the ancient and medieval period. “Yuzuke” was a basic and 
universal food that was eaten by people in various situations of their lives, from 
banquets to sickbeds. And “Yuzuke” was a necessary tool in a ceremony of the 
Imperial Court called “Shoden Haiga” to welcome newcomers.

The “Yuzuke” ceremony was held to connect “Kurodo”, the secretary of the 
Emperor, and children of “Sekkan”, the deputy of the Emperor who occupied an 
important position in the Imperial Court, at the time when they joined the noble 
society, by eating together. “Yuzuke” worked as a medium to join them.

A newcomer and a “Kurodo”, who almost matched in court rank, ate “Yuzuke” 
facing each other, and the relation between them was called “Taiyo”. It is thought 
that the first example of the “Yuzuke” ceremony performed not only by “Kurodo” 
but also by children of “Sekkan”, Fujiwara no Tadamichi, the son of Fujiwara no 
Tadazane.
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